
  

韮崎市告示第８号 
 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、次のとお

り道路の路線を認定する。 
 その関係図面は、韮崎市建設課において一般の縦覧に供する。 
 
  令和８年３月２３日 
 

韮崎市長  内 藤 久 夫   
 

記 
 
１ 道路の種類  市道 
 
２ 路 線 名  路線名及び道路の区域（別紙調書のとおり） 
 
３ 縦覧期間は、令和８年３月２４日から令和８年４月１０日まで 
  （日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日は除く１４

日間） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



　告示用調書

整理

番号

区

分

路　線　番　号

路　線　名　称

起　　点　　地　　番

終　　点　　地　　番
総延長

最小幅員

最大幅員
備　　考

（新規路線）
7年度令和

旧

新

1
1 -107

市道穂坂107号線

穂坂町宮久保465番地4先

穂坂町三ッ澤588番地5先

277.2
9.0

17.6

新規路線


